




































1.新潟県における母子保健事業の現況と研究題目 

新潟県における母子保健事業は市町村に委託して実施されており・保健所は市町村を指導

し、必要に応じて技術援助をおこ去っているのが現状である。 

そのため、保健所では母子保健事業の情報が得られにくいが、その半面、よりきめの細か

い施策が、市町村の実情に従って実施されている。 

これらの実情を踏まえて、本年度の研究の主題を次の 2項目とした。 

1 妊娠健診の実態調査 

母子保健法第 13 条による妊婦健診(いわゆる無料健診)と妊婦の意志による自主的健診(有

料)の総合、つまり、全妊婦健診の実態をは握しょうとするものである。 

Ⅱ母子管理票の実態調査 

前述のごとく・新潟県では母子保健事業は市町村で実施されているが、昭和 37 年の「新生

児及び妊娠中毒症等の訪問指導実施要領]の作成に際し、母子登録管理票の様式、活用方法

等を示したが、その後母子保健事業の市町村委託(昭和 40 年度)に伴って、市町村の実情に

応じて改変されているので、その実態をは握しょうとするものである。 

以下、主題ごとに調査方法'成績を略述することとする。 


